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(2)相続財産（負債） 

 

(3)相続財産ではないもの 

 生命保険金，死亡退職金（退職慰労金），弔慰金，香典，相続開始後遺産分割時ま

でに相続財産から生じた果実（賃貸用不動産から生じた賃料債権など）は，相続財産

ではありません。 

 

 


